
風連町・名寄市合併協議会 
第５回 基本項目等検討小委員会 

 
                  日 時 平成１６年７月１５日（木）午後６時～ 

                  会 場  風連町役場 
                      ３階大会議室 
 
１．開 会 
 ○福光委員長：それでは、定刻になりましたので、第５回の基本項目等検討小委員会を始

めてまいりたいと思います。大変ご苦労さまでございます。木賀委員が若干遅れるようでご

ざいますけれども、ただいまから当小委員会を始めたいと思います。 
 
２．委員長挨拶 
 ○福光委員長：これまで新市の名称あるいは事務所の位置などについては、継続して十分

検討し合いながら議論していこうという意見が出て、そのまま今回まで持ち越しております。 
 しかし、この問題につきましても、これからも十分とそれぞれのご意見をお伺いしながら

進めてまいりたいというふうに考えております。今、木賀委員が出席されましたので、全員

そろったということで開会してまいりたいと思います。 
 
３．議  事 
 ○福光委員長：それでは、議事の協議事項の第１号、継続して協議を進めてきた課題につ

いてでございますけれども、基本的協議項目のＡ－（３）の新市の名称、それからＡ－（４）

の事務所の位置につきましては、先程も申し上げましたように十分皆様方の議論をいただき

ながら、じっくり検討し、話し合っていこうという申し合わせでございますが、改めて今日

ここで皆様方でこのことについてご意見があれば発言していただきまして、Ｂ項目に入って

きたいと考えておりますが、このＡ項目の新市の名称、事務所の位置について、何かご意見

ございますか。 
（「なし」との声あり） 

 ○福光委員長：改めてここで協議をしないで、そのまま今後に委ねるということで取扱っ

てよろしいですか。 
（「異議なし」との声あり） 

 ○福光委員長：それでは、この問題についてはさまざまな他の項目とのかかわりや、或い

はそれぞれ風連町、名寄市で議論をされたと思いますが、しかし前回の小委員会で名寄市側

から、こういった理由で名寄市という名称に使わせていただきたいという申し入れがありま

した。 
 しかし、そのことについては、まだ風連町さん側から考え方を示されておりませんけれど
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も、それらも含めて十分風連町さんの側でも検討、議論をいただいて、今後にそうした意見

を出していただきたいということを、お願いをしておきたいと思います。 
 前回の第４回で若干入り口で議論をさせていただきましたけれども、しかし議会議員の定

数及び任期の取扱いと、農業委員会委員の定数及び任期の取扱い、この２本につきまして、

特に議会議員の問題につきましては、時間をかけるべきではないかという意見がございまし

た。 
 しかし、第４回の小委員会から今日の第５回までに若干の日にちがありましたので、その

間にそれぞれ風連町さん、或いは名寄市側の委員の中で、この問題について議論をされてい

るのではないかと考えております。改めて皆様方のご意見をお伺いをしたいと考えておりま

すが、議会議員の身分の問題につきましては、なかなか議会選出の委員から口火を切ってと

いうことには、なりづらいのかと思いますので、できれば有識者委員の方から発言をいただ

いて、そのことについて議会から選出されている委員はどのように考えているのかというこ

とで、議論をお互いに出し合っていただければと思っておりますので、是非、有識者委員か

ら発言をいただきたいと思います。名寄市、或いは風連町どちらからでも構いませんけれど

も、委員からご発言をいただきたいと思いますが、発言ございませんか。 
 はい、山崎委員どうぞ。 
 
 ○山崎委員：名寄の山崎です。 
 まず、議員定数というか、議員さんの話ですけれども、特例部分からちょっと考えてみた

いなと思うのですが、私たちやっぱり市民というか自分たちの仲間内で話している中で特例、

定数特例、在任特例とございますけれども、なかなか理解ができないというか、我々こうや

って資料を見て２年以内とか、そういうところまで線引した中ではわかるのですけれども、

一般の市民にはなかなかわかりづらい部分があるようで、そんなこと何でする必要あるのと

いう意見を、仲間内では聞いております。 
 そして、この合併というもの自体が公の利益を追求するためのものでありますので、委員

１人、２人の違いによって、やはりお金にかかわってくることですし、その辺を考えると、

まず特例が必要で、そこにまた多くの人数を配置しなければならなくて、それがどういうメ

リットが合併後に発生して、いいことにつながっていくのだろうというところは、やはり市

民、住民にとって疑問なところなのだと思います。最近のお話、先進事例等々でも在任特例

を使って合併されているところが多いようですけれども、そのことについても最近ちょっと

違う、何かリコールがあったりとか、そればかりではないのでしょうけれども、あるように

お話も聞いています。 
 ということは、最初はそれで行くと何かスムーズに行くのだろうということでしょうけれ

ども、実際ふたをあけてみたら負担があったり、そんなことをする必要なかったねという話

がやっぱり住民から出てきたのではないかなと思います。そういうこともこの合併の中でも

起こり得る可能性はきっとあるだろうということを考えれば、できる限りその辺うまく住民
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にも調整する必要もあるのかもしれないですけれども、先を見据えて徐々にという部分もあ

ると思います。やっぱりひとつ新しい市の形はこうなのだ、議会の形はこうなのだというも

のを確定させて、合併時にスタートさせていって、また今日、議員定数の資料もいただきま

したけれども、やはりそれなりで我々のこれからでき上がる３万２,０００程のまちに合っ

た議員数でスタートできるのがベストではないかと考えます。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：今、山崎委員からは、特例についての疑義と申しますか、特例を使う必要

があるのかというご意見でございましたけれど、他の委員の皆さん、発言ございませんか。 
 はい、岡本委員どうぞ。 
 
 ○岡本委員：岡本でございます。 
 私も自分の身の回りの人、あるいは職場を共にする人たちを中心に、いろいろ市民の意見

を聞くのですけれども、ほとんどというほど、なぜ特例を使わなければならないと、特例と

は何ぞやということをいろいろ質問されるわけです。私も余りよくわかりませんから、要す

るにある程度のものを持ってこなければ話が合わないから、国の方で出してきているのだろ

うというような程度で説明するのですけれども、今ここに合併で言われていることは、要は

いかに経費を少なくして、いい行政をやっていくかということであるから、金のかかる最大

ものは人件費というようなことからいけば、全くもって特例の価値を認めないという人が多

いわけです。私も同感でございます。やはりすかっと特例をなしにして頭から行けば、すん

なり行くのではないのかと、そのように思います。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：岡本委員も山崎委員と同じように、合併と同時に選挙をすべきであって、

在任特例を使うべきではないというご意見だろうと思いますが、定数及び任期の問題でござ

いますので、在任特例にかかわることにつきましては、そういったようなご意見がありまし

たけれども、定数についてもご意見があれば出していただきたいと思いますけれども、発言

ございませんか。風連町さんの方の委員の皆さん、いかがですか。 
 はい、林委員どうぞ。 
 
 ○林委員：林でございますけれども、ちょっと１点確認をさせていただきたいと思うので

すけれども、今の特例ももちろんございますけれども、定数及び任期の絡みで結構私は、合

併の期日というのも１つのポイントになってくるかなというような感じを持っているので

すよ。 
 それで、今幹事長さんにちょっとお伺いしたいのですけれども、委員という立場と事務屋

さんの最高責任者といいますか、そういう立場でおられるのですけれども、合併の期日を５
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月だ７月だという時期は別としましても、ある時期に設定した場合に、それに対応が可能な

のかどうなのか、その辺の見解というのを一応お聞きをしておきたいと思うのです。 
 
 ○福光委員長：合併の期日については１８年３月３１日までにと、この委員会で、或いは

合併協議会でも確認済みですけれども、その１８年３月３１日以前に事務的な仕事が終わっ

て合併できるかどうかというお尋ねでございますか。 
 それでは、今幹事長。 
 
 ○今幹事長：幹事長の今ですけれども、まだ幹事会の中でもしっかりした見解は出してお

りません。ただ、今までの議論経過の中で話し合われていることは、一番のポイントはやっ

ぱりコンピューターのシステムの問題だろうと言われております。合併と同時に同じ仕組み

で進むものと、合併から何年かたって一緒になるものと、これがあるものですから、このコ

ンピューターの仕組みづくりをどう組み立てていくかが非常に大きなポイントになると思

っております。 
 それで、庁舎がふたつに当然分かれますから、この間を結ぶ光ケーブルを引いたり、工事

の部分もありますけれども、システムづくりがうまくいけば１８年３月までと言っているも

のも思い切って前倒しできることが可能ではないかと思っておりまして、今、事務局で検討

しておりますのは、風連町さんの議会が９月の頭の任期でございますので、それとの絡みで

本当に住民の方に迷惑をかけないでコンピューターがうまく動くかと、このことを盛んに協

議をしているところでございまして、もう少し結論が出るまでお時間をいただきたいと思っ

ております。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：よろしいですか。これまでも合併の期日について、いろいろと議論をして

まいりましたけれど、その際に１８年３月までかかるのか、１７年３月に議決をして、そし

てその後１年も必要なのかという意見も出た際に、コンピューターシステムや或いは事務事

業の一元化の問題で１年ぐらいはかかるという答弁もこれまでありました。そういうことで、

１８年３月末日までにという委員会としての結論を出したと思うのですね。それが、早まる

という可能性もないわけではありませんけれども、そのあたりのところはこれからもう少し

今、幹事長が申し上げたように、事務事業一元化の煮詰め方も必要になってくるのだろうと。

それによって、いつになるかということが明らかになってくるのだろうと思いますけれども、

しかし当委員会としては１８年３月３１日までにという一応の目安を詰めておりますので、

１８年３月３１日を目処としてというふうに考えていただければよろしいのではないかと

思うのですけれども、はい、林委員どうぞ。 
 
 ○林委員：ただ、やっぱり私どもこういった形でやっている以上、もちろん事務屋さんサ
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イドの話もありますけれども、そのところは幾らかそれは参考にはさせていただくけれども、

すべてそれということに私はならないと思うのです。やっぱりここは委員会として、きちっ

とした期日を打ち出して、逆にある程度の時期であれば、それに従っていただくということ

が私は必要でないかなという感じを持っているのですけれども、いかがなものでしょうか。 
 
 ○福光委員長：今、林委員から合併の期日の問題について、きちっと決めるべきではない

かというご意見でございますけれども。 
 
 ○林委員：進め方として、いわゆる今のコンピューターシステムができなければ、すべて

合併の期日がそれによって完全に縛られるという考え方はいかがなものかなということを

申し上げたということです。 
 
 ○福光委員長：幹事長、そのあたりはいかがですか。 
 
 ○今幹事長：林委員のおっしゃるとおりだと、私は考えております。確かに事務局サイド

で検討すると１００％パーフェクトにやらなければ合併できないなという、期日を迎えられ

ないなという考えもありますけれども、しかし一方では新しい市ができてから組み立てるこ

ともできる部分もあるのではないかという、その部分はどこなのだという判断が必要だと思

っておりまして、代表的な例として今コンピューターの例を申し上げました。それ以外のこ

とに関しましては新市の条例をつくる、これが非常に大きな仕事になりますし、もちろんそ

れに基づいて事務事業の一元化を図っていくということも大きな仕事になりますけれども、

それらにつきましては今までも合併の先例の事例がございますから、そこを参考にしながら

多少持ち込んでもいいものは持ち込む覚悟を持つと。 

問題はやっぱりコンピューターの、ひとつ狂うと大変でございますので、そこのところを

どういう判断をして、皆さん方にもご判断をいただくかということになると思いますので、

林委員のおっしゃるとおり、事務局サイドばかりが１００％ＯＫと言ったときの合併という

よりも、むしろこの委員会で期日を決めて、それに間に合わせるということもひとつの方法

かなと思っております。 
 
 ○福光委員長：はい、岡本委員。 
 
 ○岡本委員：岡本ですけれども、コンピューターは確かに違うシステムをとっていれば、

それを合わせるには手間がかかることは、それはわかります。けれどもやりようなのですね。

コンピューターを導入したときには、あっちの町村、こっちの町村、いろいろ議論をしてき

たけれども、結局はそんなに大きな混乱なしに持っていけたのです。 
 ですから、この場合でも一番問題になるのは、個人の税負担にかかわってくる税関係のコ

 5



ンピューター、或いは一般事務、戸籍謄本だとか移動だとかの、そういったものに分かれる

だろうと思うのですけれども、そこら辺はそんなにびっくりするほどの差はないと思います。

ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、努力の次第ではできるはずです。 
 
 ○福光委員長：それぞれ岡本委員、或いは林委員から合併期日について３月３１日以前に

やれるものなら、一定程度この小委員会の決定で決められるという考え方では、もちろんそ

のとおりなのですけれども、しかし小委員会としては１８年３月までに一応決めて協議会で

も認めていただいておりますから、あとは、住民にどれだけ迷惑のかからないような形で、

合併の期日を決めるのかと思うのですね。コンピューターやその他の不都合で住民に迷惑を

かけるようなことがあってはならない、そういったことも考えながら私たち、この小委員会

では最終的にはいつになるかということを決めていく必要があるのかと思いますけれども、

いずれにしても今、幹事長からの答弁があったように、できるだけ努力をしていきたいとい

うお話でございましたので、合併の期日についての事務的な問題については、それでご理解

をいただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。 
（「はい」との声あり） 

 
 ○福光委員長：それでは、引き続いて今、林委員からお話があったように、合併の期日に

よっては、そうした任期も変わってくるのではないかという思いを持って発言されたのかな

と思うのですけれども、これまで在任特例を使うべきではないというご意見がございますけ

れども、そのほかに定数その他でご意見がございましたら発言をしていただきたいと思いま

す。 
 はい、斉藤委員。 
 
 ○斉藤委員：名寄の斉藤です。 
 今それぞれ発言がございましたけれども、本日の議題であります議員の定数及び任期の取

扱いという点での論議であるのですが、議員特例を使わない、それについてはこういうわけ

でどうなのかと。振り返ってみますと、前回は定数で一定の論議があったわけなのですけれ

ども、特例の問題ですとか、或いはいつ選挙をやるのとか、そういう基本的なことについて

は余り論議がなかったものですから、今何か出された意見が、特例をやめるべきなのだと、

こういうふうなことは余り論議がなかったのに、急にそれが出てきたものですから、逆に私

なんかは特例を使わないでこういうふうにしていくべきではないかというふうな意見をで

きればもう少し出していただいて、議員定数のあり方を今論議しているわけですから、ゆえ

に議員定数はどうであるとか、そういうふうな発言が必要ではないかなと、積極的な発言を

私は望みたいと思います。 
 それと、もうひとつは前回から論議しているのですが、私も今日は出てくるのではないか

と思っていたのですが、議員定数の前に積み残しの議題があるのですよね。自治区の問題な
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のですが、これについては３０日に道の方で説明があると。それを受けて風連町さんの方で

はいろいろ論議をして、こういうふうな形でいきたいという提起があるのではないかと私は

思っていたのですが。 

なぜかと言いますと、何のために合併するのだと。このそもそも論がなかなかはっきりし

ていないものですから、やっぱり市民と論議しても何のために合併して、何がメリットある

のか、デメリットがあるのかと、そういうふうなのが煮詰まっていなくて、私も前回の第２

回の法定協でも言いましたけれども、早くまちづくりの計画なり方向、そして市民に町民に、

こういう目的で合併したいのだと、これをやっぱり出すべきではないか、そういうふうな合

意をどう委員会としても出すのかと。 
 ですから、本来、今日あたりは、委員長が改めて新市の名称、事務所の位置というふうな

ものはもっと後でいいのだと、そもそも議論を先にしようではないかと言っているにもかか

わらず、これを改めて出してくると。 
 ですから、もう何か合併が先にありきで、問題はこの合併を国の財政危機の中で推し進め

てきているわけですからそのまま受け入れると、絶対今までのようなまちづくりにはいかな

いよと、そういう問題がある中で協議し合って、やっぱりこういうふうな点で合意ができて、

こういういい面があるぞと、ここは我慢しなければならないけれどもという、そういうのを

はっきりした上で町民や市民に問題提起。ですから、やっぱりそれを言うのが８月の住民懇

談会でそれができるのかと。 
 たまたま今回、風連町さんで住民懇談会をやって、そこで出された資料も見せていただい

て、単独で行く場合のシミュレーションが出されておりますね。その内容を見たのですけれ

ども、相当合理化をして、あるいは議員も職員も減らす、給与も下げると、そういうふうに

して、単独で生き残る道もあるぞと、こういう提起されているわけですよね。ですから、そ

れを行くのか、それとも合併することによって、こういういい面があるのだと思って私は見

たのですけれども、それは見当たらなかったと。 
 そういうふうな中で何か両首長が決めて、そして法定協議会を立ち上げたと。だから、何

が何でも合併はするのだということで、住民の願いや思いを抜きにした論議ではいけないの

ではないかと、こういうふうに私は思うものですから、今日は本当はもう少しと思っており

ましたが、どうも一番大事なところ抜きで行くのではまずいと思って、あえてそういう発言

をしたのですが、ご意見があれば率直に意見を出してもらって、忌憚のない論議ができれば

と思います。 
 
 ○福光委員長：今、斉藤委員から発言がありましたけれども、自治区の問題につきまして

は、新市建設計画の方の議論の経過も一定程度待たなければならないというか、或いは私ど

もの小委員会とつけ合わせをしなければならない問題も出てくるのだろうと思うので、あえ

て今日の協議事項の中にそうした協議項目を入れていないと思うのですね。 
 ただ、今、斉藤委員がおっしゃられることも確かに言われるとおりなところもございます
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ので、各委員の皆さん方から斉藤委員の考え方に対してご意見があれば、或いはそれらを別

として合併というひとつの目的に向かって進むために、一つひとつの問題をクリアしていか

なければならないための協議なのだという考え方でおられるのであれば、またそうしたよう

な発言もいただきたいと思いますけれども、どなたか発言をいただきたいと思いますが。 
 はい、岡本委員。 
 
 ○岡本委員：当然だと思います。 
 ただ、そのことをやらんがために、今こうやって何回も机を並べて議論しているのではな

いでしょうか。住みやすい立派な街をつくり上げることができる、どういう街をつくるかと

いうことを議論するがために、身軽になってやろうというようなことが多分に含まれている

と思うのです。ですから、斉藤さんが言うようなことをいきなり言われても、だれも言えな

いのではないですか。そういうような気がするのです。 
 ですから、やっぱりどういう身軽さになるのだと、そうして我々、風連、名寄の市民、町

民が希望している街をどうつくっていくのだというようなことになっていくのだろうとい

うふうに思います。 
 
 ○福光委員長：他に発言ございませんか。 
 はい、野本委員。 
 
 ○野本委員：風連の野本でございます。 
 今この時点で、これはもう既に法定協の中で具体的な議論に入っているわけですから、こ

れはあえて言うすべもありませんけれども、当然、国の構造改革もさることながら、やはり

だんだん人口の減少ですとか少子高齢化の問題も踏まえて、小規模自治体の宿命的なものか

ら、合併をすることによっての可能性を、この話が整って合併した後の中でも、当然まだま

だ現時点で想定でき得ない、いろいろな課題が出てくるのは、当然単独でいこうと、合併し

ようと、予想もし得ないようないろいろな課題が出てこようかと思いますけれども、まず名

寄市さんも我が町についても、そういった地域を広げることによって新たな基礎自治体の構

築ができるのではなかろうかという、そういった思いも双方にあるからこそ同じ土俵の上に

上がっていると思うのですよ。 
 ですから、１回目から１、２、３と新市の名称や事務所の問題でも、なかなか折り合いが

つきませんけれども、我が町も単独シミュレーションの議論も内部でしておりますけれども、

これとても過般の小委員会で今幹事長からも話がありましたように、よしんば合併に入って

も新市では当然、行政全般におけるスリム化を断行しなければ生きていけないわけですから、

そういったものは合併しようとしまいと単独で生きようと、それぞれの備えをしておかなけ

れば、これも今後、会を重ねるごとにどんな事態が発生するかもしれませんし、当然そうい

った議論の積み重ねで道内でもいろいろな現象が出ておりますから、これは円滑な話し合い
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が最後まで続くことを願いながら、我々も真剣に議論をしたいと思いますので、一応そうい

うスタンスに立たなければ、なかなか前へ進めないのではないかと思います。 
 
 ○福光委員長：確かに斉藤委員の…はい、どうぞ。 
 
 ○斉藤委員：斉藤ですが、ただいまのような発言で私も見ているのですが、それならばな

ぜ新市の名称に、率直に言わせていただければこだわられると。対等なのだから、この名前

がどうしても必要なのだと。私は対等よりも合併をするために、こういう町名のために私た

ちは合併するのだと、だからそういう面でこういう名前をどうなのかというのだったら話は

わかるのですけれども、そうではなくて、あくまでも対等合併なのだと。だから名前はこう

いうふうにしてもらたいとかというような、町民の立場に立ったり市民の立場に立ったとき

に、果たしてそれが先行することなのかと、私はやっぱり逆に思うわけなのですよ。 
 ですから、そういう面であえて前段私が言ったのは、やっぱりそういうふうな一番大事な

ところよりも何か新市の名前あるいは場所の問題、そういうのでずっと時間とってきたので

すよね。振り返ってみますと、その論議が本当に両市町の皆さん方にとっては本当にまるっ

きりプラスでなかったとは言いませんけれども、という危惧をするものですから、そういう

スタンスがないと、どうしてもまたすぐ出てきてしまうと。いや、対等合併なのだから取り

入れてもらわなければならないと、こういう論議では私は、この協議はいかがかなと、こう

いう気がするものですから、あえてしたので、私もやっぱり何ぼか一歩でも二歩でもいい方

向になるように願って参加しているわけですから、終わったとかどうかというのではなくて、

逆にそういうふうなのが私としては気になりますよということを率直に言わせてもらった

と、こういうことです。 
 
 ○福光委員長：はい、富永委員どうぞ。 
 
 ○富永委員：富永です。 
 最初に委員長が、いわゆる議員を除く一般学識者の意見をまず聞きたいと、特に議会議員

の定数とか特例についての意見をという趣旨だったように思います。それに基づいて私もち

ょっとひとつの考え方を申し上げますと、先程から問題になっています議員の任期特例につ

いて、一般町民、一般市民の皆さんに多少説明不足といいますか、誤解があると思うのです

よ。 
 というのは、仮に一度選挙やりますと４年の任期がつきますよね。これを１回選挙省いて

５年にしようとか６年にしようとかという特例ではないわけですよね。４年間の有効期限が

あるにもかかわらず、１８年３月で合併という法律によって任期がちょん切られるので、そ

の後の４年間の範囲内では任期があるわけですから、その部分を認めますよというふうに私

は解釈しているわけですよ。ここら辺を十分聞く側に対して、４年が自動的に６年になるの
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ではないのですよという説明をして、その特例がだめなのか、いいのかという議論に入らな

ければ、誤解されたまま何か議員は選挙１回省いて４年プラス２年、６年自動的に任期が延

びるかのような誤解を受けた上での議論は、全くナンセンスな話だと思います。 
 もうひとつ、先程、合併期日の話がございましたが、風連町の場合は来年の９月に任期が

切れますから、特例を使って選挙やらないで１８年３月まで議員をそのまま現行定数を置い

ておくような特例でももじるのであれば、先程から私が言っているような、ちょっと理不尽

な特例ということになるとは思うのですが、事実上それはないわけですよね。選挙をやるわ

けですね。 
 そうしますと、１８年３月に合併をしたときには、風連町の議会議員に関しては定数の問

題もリンクしますけれども、わずか何カ月間の間にもう一度、今度は正式に市会議員となる

べく選挙をやるということになります。このことの是非については議員がかわいそうだとか、

いろいろ同情する考え方もあるでしょうし、その特例という問題を正確にちゃんと住民に伝

えれば、私は何も変に誤解をされたりすることのないように私は思っていました。 
 ですから、ひとつの方法としては、統一選挙に合わせて名寄の市会議員さんの任期に合わ

せるという方法もひとつかなと思いましたし、いろいろ考え方はありますけれども、どうし

ても特例が、一般町民にとってアレルギーだというのであれば、思い切って先程、今幹事長

が言ったように、来年の９月、風連町の議会議員の選挙に合わせて合併を行ってしまうと。

そうしますと、風連町議員は晴れて市会議員になりますし、名寄の市会議員さんにおいては

定数の問題も含めてどうなるかわかりませんけれども、かなり１年数カ月早い選挙をやると。

こうなれば、いわゆる任期の特例がどうのこうのという議論は全くないことになりますよね。 
 ですから、そこら辺をちゃんと整頓して議論されたらどうでしょうかと。一人一人委員長、

指名をしていただいて、先程から言っている議員以外の意見を聞きたいと言っているわけで

すから、順番にでも何でも結構ですから、それが委員長の権限だと思いますから、ひとつ整

理をしながら議論を進めていただきたいと思います。 
 
 ○福光委員長：わかりました。積極的な発言が出るまで少し待っていたのですけれども、

富永委員言われるように発言を求めるために、これからは指名させていただきたいと思いま

す。 
 これまで斉藤委員、野本委員からもいろいろと発言がありました。合併というものの全体

的な問題というのもひとつありますけれども、しかしそれらはいずれにしても合併協議会の

中で合併に向けて法定協を立ち上げたわけですから、合併する目的で今、議論をしているわ

けで、是非こういった一つひとつの協議事項について議論をしていただきたいと、委員長と

しては考えております。遅々として進まないと思われるかもしれませんけれども、しかしこ

ういったことを一つひとつ積み重ねていくことによっての結果、いいまちづくりに向けての

合併ということになるのではないかと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 
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 指名をという話がありましたけれども、恐れ入ります、中舘委員の方からよろしくお願い

いたします。 
 
 ○中舘委員：風連の中舘でございます。 
 議員定数の件ですけれども、私、立場的には風連では行政検討委員会の委員長をやらせて

いただいています。そんなことで、この会議の内容を、その委員会の中で常時説明をして皆

さんの意見を聞いています。 
 そんなことで、皆さんの特例の件は、風連の行政委員の方々はノーですね。特例はすべき

でないと。町民も要するに理解出来ない点があって、議員だけ何で特例をしなければならな

いと、対等の立場でも早く合併するのだったら合併した時点でオープンにして、みんなが仲

良くやる方法は、特例をすると名寄と風連のきずなができないという意見が多いです。 
 そういうことで、議員定数のことは論議はしていませんけれども、特例のことに関しては

逐次説明をして意見を聞いています。その中では、特例はしない方がいいのではないかとい

う方が強いです。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：はい、西村委員どうぞ。 
 
 ○西村委員：西村です。 
 定数の問題については、前にあらかた２６程度というようなことで話が進んでいたと思う

のですよね。私もそれは理解できると思うのです。 
 それから、在任特例ですか。これについては法律をまともに見て、それからそのとおりに

うまくやってくれれば、ある程度僕は理解できると思うのですよね。なぜかと言いますと、

これは例えば風連町は厳密に計算した場合、非常に少ない議員しか出ないというような場合、

やっぱり町民の意見を代表してもらうためには、ある程度の方が残って意見を言ってもらっ

た方が、これはいいのではないかと考えますけれども、これは町民に聞きますと、なかなか

理解しがたい。 
 なぜ理解しがたいかと申しますと、いろいろ先進の事例を見ますと、これにまつわる不祥

事と申しますか問題が起きて、あるいは議会の解散であるとか、いろいろな問題が起きてい

ると、そういうことがマスコミで今派手に知らされるために、町民がアレルギーを起こして

いるというような状況でございますので、うちの町の一般の皆さん方の意見としては、在任

特例は遠慮した方がよろしいのでないかと、こういう意見が多いように思っております。こ

れは私も当然ではないかと考えているわけでございます。 
 それから、さっきいつ合併するかというような問題もありましたけれども、来年の９月で

すか。風連町の議会の選挙があるというようなことで、みんなの意見もあらかたその辺で、

合併ができるのなら、いろいろな準備ができるのならば、別にそれは何年も待つわけでない
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ですから、半年ぐらいの繰り上げということになるのですね。 
 だから、それは私は大変いい考え方でないかなというふうに始終考えているわけなのです

けれども、これは私どもは大変素人で、いつも間違ったことばかり言っておりますので、ま

ことに申しわけなく思っているのですけれども、素人だと思って、ひとつご勘弁願いたいと

思います。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：ありがとうございます。 
 林委員、先程の発言では定数や在任特例の話がなかったのですけれども、そうしたところ

は。 
 
 ○林委員：私、先程ちょっとしつこかったかもしれませんが、今のコンピューター関係の

ことを言った背景に、私もこのごろ結構あちこちで町民の人方と会って話を聞くと、そんな

に延ばしてみたって何年、先程西村さん言われたように、何年の話ではないのだろうと。せ

いぜい延ばして半年かそこらの話だったら、何で思い切ってそこまで上げられないのだと。

逆に風連の方はそれでうまくいくけれども、名寄の議員さん方は幾らか足切りな形になると

思うのですけれども、結構そういう意見が。 
 そうすると、在任特例だ何だ言わなくて首長さんと一緒に一定選挙で、それこそ経費のこ

と言えば、議員の数の問題もあるけれども、１回選挙やるといっても莫大な金かかるはずで

す、恐らく今。そういうもろもろのことを考えると、そういう世界もあるのではないのかと

いう話が結構あるのですよね。そんなことなものですから、先程ちょっとああいう形でお聞

きしたのですけれども。 
 それと、私はそういう話をいろいろつまんでみたときに、今の定数の問題についても、も

しそういう形になっていって、１期の間においては、いろいろなすり合わせの問題が出てく

ると思うのですよね。これは何ぼ事務的にやっても、いろいろなものが相当量残っていって、

それぞれやっぱり代表の方がいろいろな意見のすり合わせをしながら決めていかなければ

ならない部分が多いとしたら、或いは議員さんの定数も、あえて今回それにこだわらないで、

若干の余裕を持つ考え方だって１期の間に限りですけれども、あるのではないのかなという

ような感じは僕は個人的には持っているのですけれども、以上です。 
 
 ○福光委員長：ということは、定数を２６にこだわらないで、定数特例を使うということ

だってあるのではないかということですね。 
 
 ○林委員：若干の法廷定数を超える世界もあるのではないだろうかということです。 
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 ○福光委員長：はい、わかりました。 
 山崎委員、先程特例を使うべきでないのでというようなご意見がありましたけれども、斉

藤委員からの発言で、しからば在任特例を使わないのであれば、ではそのほかのことについ

てはどうなのだということと当然リンクすると思うのですけれども、そのあたりのところの

ご意見はございますか。 
 
 ○山崎委員：山崎です。 
 在任特例に関して反対というのは、それ以上何もございません。 
 それで、先程林委員さんからお話あった時期を決めてやるのか、これに合わせて時期を決

めるのかという部分で、やはりある程度この公の利益を追求した中で、こういう形でいった

方がいいのではないかというものに、その時期も合わせてもらうということは、僕も必要な

ことになってくるのではないかなと思います。それだけ追加いたします。 
 
 ○福光委員長：高橋委員どうぞ。 
 
 ○高橋委員：高橋です。 
 私たち女性、特に主婦というのは、こういう在任特例という、風連さんも広報の中でいろ

いろ書かれてあると思うのですけれども、なかなか理解できない部分というのが往々にして

ありまして、やっぱりぱっと見てすぐ合併の意味がわかるというのは、今回議員定数とか任

期の取扱いということになっていますけれども、ふたつ合わせて３万ちょっとの人口になる

わけですけれども、友達に話したりなんかすると、任期もですけれども、やっぱり３万そこ

そこの人口では今の特例を使っての２６名というのは、ちょっと多いかなという方もいらっ

しゃいます。 
 あるお友達は、合併というのは行政自体も整理整頓、ある程度機構も整理整頓してきちっ

と一本化するというのも兼ねているのであれば、そこら辺も議員さんに申しわけないのです

けれども、こういう話もありますよという私も代表、個人的にもそういう方向があるかなと

いう気持ちもあります。 
 やっぱり在任特例というのは、ちょっと個人的には余りわからないのですけれども、ほか

の風連さんの委員さんからも言われているとおり、余り長くしてもこれまたどうなのかなと

いうのが個人的な意見です。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：ありがとうございました。 
  それでは、岡本委員、発言ありますか。 
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 ○岡本委員：在任特例だとか、その他のいろいろな特例が出ていますけれども、これは長

い政治の歴史の中での妥協の産物だと思うのです。それはもう賢明な風連町の議員の皆さん、

それから名寄市の議員の皆さんも、そんなこと百も承知ですから、決して４年ある任期が３

年になる、あるいは２年になって、１年分、２年分損するとか得したとかというようなけち

な気持ちは絶対ないだろうと思うのです。 
 そういったことは心配ないなと、そのように考えています。 
 
 ○木賀委員：木賀です。 
 在任特例と定数の問題の議論ですけれども、先程富永さんの言われた特例の意味について

は、誤解かどうかは別にして、特例というのには、その意味に一般的に私はお手盛りという

感じを市民が持ってしまっていると。確かに風連の方、来年の９月で選挙して３月にもし特

例使ったというと、何かお手盛りしてやったのでないかという印象になるかもしれませんけ

れども、そこら辺は確かに富永さんの言われるとおり、それはお手盛りかどうかは、よく考

えなければならない問題かなと思いますから、特例の意味のもうちょっと理解を深める必要

はあるかなという感じは持っています。 
 それと、定数問題、それは定数が決まれば風連と名寄がどうなるのだというような問題も

もちろん出るのでしょうけれども、名寄が次回ですか、１８名ということを今考えて、ほぼ

決めているということからいきますと、議員１人当たり、では幾らが適正かというと、これ

は大きな街に行けば行くほど、どんどんどんどん増えていくといいますか、もう当たり前の

話ですけれども、算数で割って決められる問題ではないですけれども、２万６,０００ちょ

っと、１８名と名寄の議員さんたちが判断したというのは１,４５０人ぐらいという、割り

返してしまうとそうなってしまうのですよね。 

 でも今回は合併をして、合理化をして、行政改革しようと言っているのだから、私はもっ

と厳しくなってもいいのかなという感じは持っています。その案分をどうするのかというの

は定数問題の割り振りですから、それは倍率が国会議員も倍率があるわけですから、そこら

辺の倍率の問題はお互いの話し合いなのだろうと思います。 
 そして、１回目が何人だから、それでずっと行くということでもないのでないのかと。そ

れこそ２回目からまた変更ということだってあるのだから、余り厳しく考えることはないけ

れども、やっぱり減るという印象を持ってもらうことが市民感情としては期待していること

ではないのかと、やっぱり合理化しようと、行政改革しようというために合併をしているの

だから、それなりの成果の出た議員定数という問題が、ある程度市民はやはり期待している

のではないかと、それが説得力が逆にあるのではないかという気をしております。 
 
 ○福光委員長：それぞれ有識者委員の皆様方から発言をいただきました。在任特例につい

てはかなり厳しいご意見。しかし、定数については、木賀委員は当然２６という上限を使う

べきでないというようなニュアンスの発言でございましたけれども、他の委員については２
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６という一定程度の数字的なものについては発言がありましたけれども、さて、これから、

では議会選出の委員から発言をしていただいて、有識者委員がそういうふうに考えているの

だけれども現実にはどうなのかと、議会の立場からどうなのかというような考え方を示して

いただいて、議論をしていただければと思っております。 
 先程、林委員から、いわゆる選挙にかかる費用についての問題がありましたけれども、単

独選挙をやると恐らく単費持ち出しがあるだろうと思うのですね。それは統一地方選挙より

も余計に単費の持ち出しというのがあるのではないかというふうに、私は考えております。 
 ですから、そのあたりのところもお考えをいただければと思っておりますけれども、後ほ

ど幹事長からもお話をいただきたいと思いますが、まず議会選出の委員の皆さん。 
ちょっと皆様方のお手元に配付しております資料ですけれども議員数調、これについてち

ょっと若干訂正がございます。ずっと下の方に来て、風連町の議員の数が１８となっており

ますけれども、これを１６に訂正してください。 
 では、事務局どうぞ。 
 
 ○中西事務局次長：事務局の中西ですが、お配りいたしました資料に間違いがございまし

た。大変申しわけございません。次のように訂正をお願いいたします。 
 中段のところになります。名寄市と風連町のそれぞれの人口と議員数を載せておりますが、

その中の風連町の議員数１８と記載がございますが、１６名でございます。 
 したがいまして、その右の議員１人当たりの人口になりますが、３４１という数字になり

ます。合計につきましては３８という数字になりまして、議員一人当たりの人口は８５２と

訂正をいただきたいと思います。大変どうも申しわけございませんでした。 
 
 ○福光委員長：この資料を改めて正しく印刷したものを、次の委員会のときにまたお配り

するということで、お許しをいただきたいと思います。 
 ついでですから、ちょっと資料の説明してください。いいですか。 
 
 ○中西事務局次長：前回ご質問がございまして、次回までに資料として提出するように言

われた部分でございまして、道内に３４市ございますけれども、私どもと同じように人口５

万人未満、定数２６の市について、どのぐらいの議員の方が今現在いらっしゃるかというこ

とで資料を作成しております。これで１８市ございますけれども、一番少ない歌志内市など

を加えますと平均値がかなりずれてしまいますので、人口２万人以上４万人未満のこの星印

をつけたところの合計を入れまして、それで議員数の平均値を出しております、同規模の平

均ということで米印で２１．１８と、この様なことで資料を作成しております。 
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 ○福光委員長：ご理解いただけますね。 
 それでは、先程申し上げましたように、議会選出の委員の方々からご意見を求めたいと思

いますが、まず名寄の委員の方から発言ございますか。 
 はい、どうぞ黒井委員。 
 
 ○黒井委員：名寄の黒井です。 
 議員の立場で定数及び特認のというのは、非常に発言しづらい項目ですけれども、一般の

有識者の方から特認については、かなり理解がしがたいというようなお話がございます。私

も説明不足もあるかと思うのですけれども、それはそのとおりだろうなと思います。ですか

ら、これについては我々は特に在任の特例を望むという意見はありません。 
 ただ、この合併の期日については、１８年３月というひとつの目標を持って事務的にも、

或いは我々基本項目の検討をする中にも、やっぱりきちっと項目の基本的なことを協議しな

ければならないので、ある期日に合わせてやるというのは、ちょっと無理があるのではない

かなというような気がしますので、ここはもう少し議論をしながら、経過を見ながらやって、

在任特例と絡める必要はないのではないかなという思いがしています。 
 あと、定数のことについてですけれども、今、資料の説明いただきました。同規模で２１．

１８というようなことでございますので、この法定協の中で、ある程度の同意あるいはそう

いった項目を煮詰めるのであれば、当初からこの類似の規模の定数を使ってやった方がいい

のではないのかと。１期の後に減らすというよりも、それできちっと構えてやった方がいい

のではないかなという思いでございます。 
 ですから、名寄市のといいますか、新市の規模でいくと２２ぐらいが適当な議員定数かな

という私の意見ですけれども、そんなような気がします。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：他には。斉藤委員、発言ありませんか。 
 
 ○斉藤委員：名寄の斉藤ですが、ひとつはやはり合併協議の進行状況と住民への理解を求

めていくと、そういう作業が並行して住民の合意を得ていく必要があろうと、そういうふう

に思いますと、来年の９月の風連町さんの選挙に合わせて、そこに合併の期日を何が何でも

合わすというふうな固定した進み方ではなくて、やはり事務作業或いは住民合意の進行と、

こういうふうなのには十分時間をとっていく必要があるのではなかろうかと、こういうふう

にひとつは考えます。 
 それからもう一つは、定数の問題でありますが、私は前回２６というふうに言ったのは、

やはり短い期間での、一定合意はとるとはいえ短い期間で合併していくのだとしたならば、

できるだけ多くの町民・市民の意見、願いを反映させる上で、一定の議員数は必要ではない

のかと、こういうふうに考えまして、ひとつの最大限の２６という定数の枠内でと、こうい
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うひとつの提起をしたわけですが、今日出された資料を見てみますと、おおむね合併します

と３万２,０００とこうなるのですが、おおむね２２となっておりますね。やはりそういう

ふうな数字も視野に入れて論議が必要だなと思うわけです。 
 それと３点目は、やはりそのときに両首長の合意、法定協に入る上での合意であります選

挙区を特例として設けていくといいますか、選挙区制度をとって風連町さんに選挙区を、名

寄市に選挙区をと、こういうやり方がどうなのかと。やはり場合によってはひとつの区で思

い切った選挙をやっていくと、そういう形で逆に両町市民がそういう選挙を通じて、合併の

問題について認識を深めていくなんていうこともあり得るのかなと、こういうふうなことも

あるものですから、合わせて風連町の選挙区。選挙区は何名ずつというふうになるのか、こ

ういう総体的なことも視野に入れた検討が必要か考えております。 
 
 ○福光委員長：高見委員どうぞ。 
 
 ○高見委員：それでは、議会選出の委員ということでなく、一委員として発言をさせてい

ただきたいと思います。名寄の高見です。 
 先程来からちょっとお話がありました件で、私も感じる部分を率直に申し上げさせていた

だきたいと思います。 
 ひとつには、この定数問題とも大きく絡まってくると思うのでありますけれども、私たち

がこの合併問題を議論するとき、新しい自治組織、自治体をどうつくるかと、こういう議論

を何回か議論をされてきたと思うのですよね。 
 ですから、これはなかなか難しい話で、先程、斉藤委員あるいは岡本委員からも、そうは

言ってもとか、いやいや、こうだといろいろな意見がございましたけれども、私はそうです

ね、しっかりとした方向づけができないにしても、やっぱり一定の方向づけを持って議論を

していかなければならないのではないかと思うのです。それは新しい自治体をつくって、そ

して住民参加をより一層促進をさせていくのだと、こういう共通認識をお互いに持っていた

と思うのですよ。これまでもそういうまちづくりを進めてきたことは事実でありますけれど

も、より一層行政と住民がパートナーシップをとって協働のまちづくりを進めると、こうい

う視点に立って私は自治組織をしっかりと設けて、そして住民の声を行政に反映をさせてい

こうと、或いは行政と住民が一体となってまちづくりを進めていこう。 
 そのためには、これだけ合併をして広大になっていった地域の中に、一極集中だとか、或

いは二極、分極でもいいのでありますけれども、さらに住民の声が反映しやすいシステムと

いうか組織をどうつくるか、こういう議論が僕はやっぱりひとつなければならないと思う。

そのために自治組織を設けて、住民の声をしっかりと反映をさせていこうと、ここまでは私

は意見が一致できると思うのですよね。それは法人格を持った自治組織であるか、或いは地

方自治法に基づく自治組織であるかは問わなくて、そういう視点をしっかり持てば私はひと

つのものが、できるのではないのかと思うのです。そういうものをつくり上げたとすれば、
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議員定数というのは従来の感覚の議員定数でいいのかどうなのか。 
 私は率直に言って、地域住民の声が行政にしっかりと反映される形、システムをつくって

いけば、議員定数が法定数に基づいた２６だとかという議論でなくてもいいのではないのか

と。当然議員定数は一定程度、行政改革あるいはいろいろな視点から持ったときに、議員も

自ら、議員定数の削減を求めるぐらいの気概を持って、新しいまちづくりを進めていくと。

議員の数が少ないから住民の声が届かないのかというと、必ずしもそうではなくて、それを

補完する今お話を申し上げた地域振興のどういう名前がつくか、協議会になるか審議会にな

るかわかりませんけれども、そういうものをしっかり立ち上げていくことによって、補完を

しっかりできるだろうと。 
 もちろん議会が持っている地方自治法に基づく９６条の議決権というのは、これはこれで

議会の権能としてしっかり持つべきですけれども、ここの議論が僕はまるっきりなくて、単

なる議員定数をどうする、地域の声が反映されないから議員定数はもっと最大限使うべきだ、

使うべきでないという議論だけでは、私はちょっと寂しい議論になっていくのではないのか

なというふうに率直に思うところでありまして、したがって、今ここで地域自治組織をどう

いう形でどう持てというところまで私は求めませんけれども、共通認識として地域審議会が

地域の声をしっかりと行政に反映する役割を持つと、こういう認識を私はお互いに持ち合え

ばいいのではないのかと。そのために自治体基本条例をつくるまで議論になっているわけで

ありますから、そういうお互いの認識を持ち合うと、私は議員定数のあり方というのも必然

的に変わってくるのではないのかというふうに思っておりまして、結論から申し上げて、私

はそういう前提に立つと法定数の２６の議員数というのはいかがなものかというふうに思

いまして、資料で出していただいた部分で、名寄市と風連町が合併して新たな形が３万２、

３千の自治体になるわけでありますから、そういう面では、そういうスタートの時点からき

ちっと整理をしていくべきだと。 
 話にありましたように、名寄と風連の小選挙区の割合はどうするのかというのは、これは

お互いの審議に基づいて案分をすることについては、十分お互いが度量を持って議論をして

いく必要があるというふうに考えておりますので、生意気な言い方になりますけれども、自

治体職員に対しても、或いは住民に対しても合併後の負担を求めるわけでありますから、議

会の側も最大限自ら求めるのが当然のこととして受けとめるべきだと考えております。 
 
 ○福光委員長：それぞれ今、名寄市の議会選出委員の方から、定数については上限の２６

を使うべきでないという意見が大半だったと思いますけれども、さて風連町さんの方の委員

からの発言を求めたいと思いますけれども、指名させていただきますね。佐藤委員どうぞ。 
 
 ○佐藤委員：風連の佐藤です。 
 定数については前回、大変僭越だったのですが２６というふうに言わせていただいていま

すので、これは私個人の意見ばかりではないというような認識も持っておりますので、まず
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確認をしておきます。 
 理由については、やはり多いか少ないか、賛否両論あるところですが、より多くの声が、

より多くの声を反映するというふうに私は確信をしておりますので、法定の２６でよろしい

というふうに思っております。 
 それから、もうひとつ経費のことと、時期ともかかわるのですが、首長と議会は同時選挙

であるべきだとも思っております。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：中野委員どうぞ。 
 
 ○中野委員：中野です。 
 まず特例の部分なのですけれども、それぞれ住民の意見は私なりには聞いてはいますけれ

ども、やはり特例については使う必要がないのではないかと、原則で行くべきだと私自身も

考えているところでございます。 
 しかしながら、９月１日というお話があったわけなのですけれども、それはあくまでもう

ちの改選期に合わせたというような形でございますので、もしそういった形をとりますと、

これは名寄の方からも多少は何かが出てくるのではないかなという気をしない訳でもない

ですので、この９月という部分については、やはり住民への合併というものに対してのその

後の周知、また事務事業の一元化等でそれぞれありますので、協議会の中でも３月３１日を

最終期限というふうにしていますので、これが６カ月前というふうになりますと、余りにも

確認事項とちょっとかけ離れているのではないかなという気がしますので、あくまでもうち

風連町の選挙にこだわるというのは、私は好ましくないと考えております。 
 あと、定数の部分については名寄の高見さんからも言われたのですけれども、高見さんの

本来の自治の形という中での考え方は十二分に理解をするところでございますけれども、や

はりこれだけ人口に差があるというときには、どうしても小さい町としては、将来的な姿と

しては十二分に理解するところですけれども、住民の不安というものも当然、なかなか合併

と同時にぬぐい去るということは、非常に私自身としては難しい部分であるというふうに考

えていますので、やはり一定の期間の中でそういった形を、新しい姿を徐々につくり上げて

いくというような形の中では、定数については２６というような形をとっていくべきだとい

うふうに私個人的には考えております。以上でございます。 
 
 ○福光委員長：副委員長、発言ありますか。 
 
 ○木戸口副委員長：風連の木戸口です。 
 風連の議員の方からも意見が出たわけですけれども、そんなに私も変わるところはないの

ですけれども、在任特例につきましては、一般の住民からもなかなか理解が得られないとい
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う部分もありますので、特例は使わなくてもよいのかなと。 
 また、風連の特別委員会の中でも体制的に特例は使うべきではないという意見も多いよう

に見受けております。 
 あと、定数につきましては、前回も私も２６というお話させていただきました。それで、

確かに議員が自らこうした削減にというお話も出ましたけれども、全体的に今１６人と２２

人という中で、合併することによって、それなりの今までの、一緒になることによって、や

はり自然とそういう削減がなされる、そういった部分では、コストの削減に議員も十分にそ

ういう中で努めているという、逆に言えば、職員の場合は合併してもなかなか削減効果がで

きないという部分から言えば、まだ議員の中では、そういった削減効果は２６でも私は出る

と考えておりますし、先程、風連の議員の方からも、小さい町村が合併することによってい

ろいろな考え方も、自治が確立されれば本当にそれはもう十分なことですけれども、しかし

ながら、やっぱりそういった大きなものにのまれるという不安の中では、やはり多少なりの

人数でそういった自治をつくり上げるまでは、私は定数は２６でいいかと思います。 
 それと、合併の期日ですけれども、もちろん住民合意、理解がされれば私はいいと思いま

す。しかしながら近隣で士別の法定協議会、この名寄、風連との協議会のあとから法定協議

会に移行しております。そうした中で正式ではないですけれども、新聞紙上等で見ますと、

士別は９月１日にできればしたいというお話を聞いております。 
 だからというか、そういったことから考えると、早急に住民の理解を得て云々ももちろん

ありますけれども、事務的な処理から考えても近隣でそういったことをやって進もうとして

いる、そういった意味もやはりコストの削減等にもなると思いますので、私は早ければ早く、

そういったものを進めるべきと考えております。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：それぞれ…、ごめんなさい、野本委員。失礼いたしました。 
 
 ○野本委員：野本でございますが、基本的には同じなのですが、任期については今それぞ

れ学識経験の委員の皆さん方がおっしゃることに、基本的には考え方は同じです。 
 ただし、この議員定数の問題、いろいろ議論があるところなのですが、やはり先程も我が

町の場合、あえて合併特例区の設置を基本的な考え方として全面に出したというそういった、

全く人口規模に関係なく既存の自治体をひとつに結びつける非常に重要な段階の折りの中

で、今この資料でありましたように道内の議員数、これも基本的にはそうなのでしょうけれ

ども、いろいろ最初に整理整頓しなければならないいろいろな諸問題もありますし、そうい

った面でやはり定数については２６が望ましいのではないかと。それぞれ今後、細かい議論

を重ねたいと思いますけれども、私はそんな感じでおります。 
 
 ○福光委員長：はい、ありがとうございます。 
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 それぞれ有識者委員あるいは議会選出の委員の方々からご発言をいただいて、それぞれの

考え方が示されたわけですけれども、今日それぞれの意見をひとつにまとめるということに

ついてはできない相談でございますので、次回以降に結論は委ねることにさせていただきま

すが、定数の問題と、それから選挙区の問題、それから在任特例、これは非常に絡み合った

問題だと思っております。 
 先程、富永委員から発言があったように、在任特例を使うことが悪だという考え方ではな

いのではないかと思うのですね。先程来から、いわゆる２６という数字については、小さい

自治体側の一定程度の発言を確保するためには最大限の定数を使ってというお話がありま

したけれども、そういったことをもし望むのであれば、在任特例を使って現有議員数をもっ

て１年なり、１８年３月に合併したとすれば、１年間の特例を使って、その間にしっかりと

それぞれの定数で議会を構成するという方法もひとつあるのではないのかと、そういう意見

の確保といいますか、そういうことができるのではないかと思いますけれども、しかし２６

という数字、それから２２という数字を出しながら、これからさらに議論を進めていってほ

しいと思います。 
 今、議会選出の委員から発言があったことについて、何か発言がそのほかの委員から発言

があれば、まずどうぞ。林委員どうぞ。 
 
 ○林委員：先程から聞いておりますと、３月末というのは最終期限ということでやってい

るはずで、３月３１日云々という話は一切ないですよね。それだけ確認しておかないと。 
 だから、確認事項に戻るということに私は全然ならないと思うのですよ、９月１日にして

も。いかがなものでしょうか。 
 
 ○福光委員長：確認事項に戻るとは申し上げておりませんね。 
 
 ○林委員：最終期限を３月末ということで話し合った、私は中身だというふうに感じてお

ります。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：林委員がおっしゃられるように、最終確認は３月３１日までにということ

ですから、それが早まることについてはいささかの問題もありませんし、ただそのことがで

きるかどうかというのは、それは事務的な手続の問題ですから。 
 そのほかに発言。はい、高見委員どうぞ。 
 
 
 
 ○高見委員：申しわけありません。名寄の高見ですけれども、定数議論の中で私はあえて
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何人ということは言わなかったのですけれども、例えば２２であれ２４であれ２６であれ、

総枠は今決めて、名寄と風連とで旧自治体ごとの選挙区制度を設けるということは前提に立

っているわけ。ここをどう案分するかという問題というのは、名寄と風連さんの話だと思う

のですよ。これからの話だと思うのです。 
 ですから、２６だったら小規模自体が云々という話というのは、ちょっと僕は理解できな

いわけ。例えば２４であれ２２であれ２６であれいいんですけれども、私は２６はちょっと

いかがなものだと、この議員調べ見ても。 
 ただ、例えば２４でも２２でもいいんですけれども、そういう中で名寄と風連との、それ

では人口比の案分は、名寄がもうちょっと大人になって風連町さんに多くなるのか、人口比

だけで行くということではなくて、整理をするのかどうなのかというのは、これはこれから

の議論だと思うのですよ。 
 ですから、総枠定数をどうするかという問題は、もっと私はそういう小規模自治体に配慮

があるとかないとかという、私はそういう認識全然持っていないものですから、そこら辺が

ちょっと真意がどうなのか、もしご発言あればお願いをしたいのが１点。 
 もう１点は、私、幹事長の方にお尋ねをしたいのですけれども、１８年３月までというの

は、もう林委員さんのおっしゃるとおり、私もそう。１７年３月までに知事申請をして７項

目ぐらいで対極的な押さえで、７項目かちょっとあれですけれども、対極的な部分でよくて、

それ以降、最初の話では１年ぐらいかかるのではないかという議論だったんです。僕はもっ

と縮まるはずだなというふうに、それは思っておりました。 
 しかし、いろいろなものがあるのではないかというふうに感じていたわけでありますけれ

ども、コンピューターの問題というのは、議論が進めばコンピューターというのはもう機械

で勝負することになる。ところが、協議会の基本的な議論から、事務的な例えばですけれど

も、使用料あるいは補助金、負担金の問題だとか、あるいは施策の問題での統一化の問題が

本当にそこまで進むのかどうなのかと。それに基づいて、例えば国保税ひとつにとってもそ

うですし、いろいろな税の違い、仕組みがあるわけですから、コンピューター入力よりもそ

ういうものが統一化できるかどうかと、それはまさに協議会の議論にかかっているのではな

いのか、そういう議論が実はしっかりとこの協議会の中で期日まで議論がし切れるかどうか

という、そういうところにもっとウエイトを置いていかなければ、したがって、９月なら９

月にやっていくとすると、もっとスピードアップをして、この入り口議論から、もうさらに

どんどんどんどん進めていかなければ間に合わないぞと、こういうことではないかと私は思

うのでありまして、事務局で言いづらいからコンピューターということに総称して言ったの

かもしれませんけれども、私の認識はそこら辺違うかどうか、幹事長、話があればお聞かせ

をいただきたいというふうに思います。 
 
 
 ○福光委員長：初めに、佐藤委員どうぞ。 
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 ○佐藤委員：風連の佐藤です。 
 私の考え方は、この資料にとらわれてはまずいというふうに、まず申し上げます。という

のは、ここにある資料は既存の市でございますので、今、私たちが協議をして目指している

のは新しい新市でございますので、大変釈迦に説法ということで恐れ入ります。目指すはや

はり従来だれしもが言われているソフトランニングであるべきだと。 
 ですから、最終的にはこの数字に限りなく近づいていくべきでしょうし、さらに少なくて

もよろしいのかもしれません。それは住民がいろいろな形で声を反映しますし、それから議

員の質も当然求められるわけですから、数だけでは云々できないのはもちろんでございます。 
 しかし、今現在の新しい市を目指す中において一挙にここまで行くことについては、住民

の不安、或いは新しい、やっぱり１人より２人と、３人寄れば文殊の知恵という言葉もあり

ますので、これは理屈ではなくて素朴な住民の思いとして、やはり急激な削減はいかがなも

のかというようなことを私はこの場で述べさせていただきます。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：では、幹事長。 
 
 ○今幹事長：それでは、時期の問題に関係しましてお話がございました。幹事長の今です

けれども、先程私が１７年９月という線も風連町の議会議員の選挙との関係でもあり得ると、

こういうような発言をさせていただきまして、先程お話がありましたとおり士別、朝日の合

併も９月１日を最終期限とすると、こういうような表現になっております。 
 そこで、これらを参考にしまして、私どもも通常の行おうとしている事務事業の一元化の

問題とコンピューターの関係については、どういうふうになっているのかというのが非常に

関心事です。それで、コンピューターは基幹系と言われております住民登録を中心とするも

の、あとは税の関係、それから介護保険の関係、各種使用料の関係、これらがすべてコンピ

ューター処理をされておりますので、その中でも特に合併時に一緒になれるものというのも

あります。もう即一緒になれるもの。それから税の関係、それから使用料等の関係について

は、予測でありますけれども、すぐは一緒になれない部分となれる部分と両方出てくるだろ

うと。 
 そうすると、システムもふたつに作っていかなければならないと、こういうふうになりま

すので、そのリスクと言うと語弊がありますけれども、その期限はどこまで見通すことがで

きるのだというのが、ちょっと今つかみ切れないというのが実態でございます。恐らく合併

時に全部一致するよということになると、非常に割り切りが早くて、これは行けると思いま

すけれども、恐らく複数にわたって３年なり５年かかって一元化していくものが出てくるだ

ろうというときに、どんな組み立てをしていったらいいのだろうかということがひとつ私ど

も今、非常に悩ましく思っております。 
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 そこで、この協議会との協議の関係でありますけれども、１７年３月までの議決までには、

ほとんどそれらが協議をされるだろうと、こういうふうに踏んでおります。細かいところ、

例えば専門部会で判断できるものは専門部会で判断してもらう。そして判断結果をこの小委

員会に上げて最終判断をしてもらうと、こういうようなことになると思いますので、それら

を進めていきますと、１７年３月までの協議結果というのは、ほとんどその辺は明らかにな

ると。１７年３月の議決から、それではどのくらいかかったら違った部分と一致できる部分

を処理できるのかというようなことで、今協議をしております。 
 ただ、先程もちょっと言いましたように、士別市さんと朝日さんの合併の問題を私ども参

考にさせていただくために勉強させていただきました。そうすると士別市でも９月１日の合

併では当然間に合わない部分が出てきますと。間に合わない部分が出てきますけれども、９

月１日を最終期限としてやりますと。間に合わなかったら間に合わなかったような仕組みを

考えますと、こういうようなことでお話をいただいておりまして、先程、林委員さんからあ

ったご意見はそういうことだなというふうに受けとめておりますので、その間に合わなかっ

た部分の仕組みをどういうふうにつくるのかというのが、これからちょっと検討課題にしな

ければなりませんので時間をくださいと、こういうふうに申し上げておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 
 
 ○福光委員長：今の幹事長の発言で、ちょっとお尋ねをしたいのですけれども、士別と朝

日町、それから名寄市と風連町ということで言えば、若干規模が違うだろうと思うのですね。

朝日は２,０００ぐらいですか。 
 それで、いわゆる事務一元化或いはそれぞれの課題を１本にするために、例えば士別市に

全部倣うというような形であれば、それも可能なのかもしれませんが、しかし名寄市と風連

町という人口の形態で言って、そうしたそのことが可能かどうか。例えば名寄市に全部合わ

せて、名寄市の条例その他すべてにもう風連町の方が合わせるというような形だったら、そ

れもできるのかもしれませんけれども、そうしたことのつけ合わせ、或いは統一ということ

でいけばどうなるのか、そのあたりはどうなのですか。 
 
 ○今幹事長：今は合意に基づく条例の整備作業のことでありますね。つまり制度のですね。

それは先程申し上げましたように、１７年３月までの議決までに、ほぼ出そろうという判断

をしまして、それから作業を進めていけると、それは可能だというふうに私は考えておりま

す。事務事業の本数も１,２１４本というふうに前に報告をさせていただきました。多少士

別、朝日とは違うようでございます。士別、朝日の方が何か、どういうカウントしているの

かしりませんけれども、ちょっと多いようでございますけれども、それも含めて可能という

ふうに士別、朝日では判断をしているようでございます。 

 
 ○福光委員長：議会議員の定数及び任期の取扱い、さまざまなご意見が出されました。今
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日のところは、それぞれの発言をいただいて、この後またそれぞれの立場で議論を重ねてい

って、次回の委員会でそうした積み重ねを提起していただければよろしいのかなと思ってお

りまして、今日のところはこれ以上深く、この定数と任期の問題についてはこの程度で終わ

らせたいと委員長は考えますけれども、いかがでございますか。 
 はい、斉藤委員どうぞ。 
 
 ○斉藤委員：斉藤ですが、ひとつは今、幹事長が士別、朝日の例を申されましたけれども、

どうも法定協の内部での協議がいろいろ進んでいるようで、今のような９月１日の固定とい

うのが、いろいろ論議で流動化しているというふうに私は伺っております。それがひとつで

すから、何か固定的な発言のようですけれども、そこはもう少し推移をしっかり見る必要が

あるのではなかろうかと、こういうのがひとつであります。 
 それからもうひとつは、風連の議員さんのお話を伺っておりますと、来年の９月に向けて

現定数をどうあるべきなのか、そういう面では一定の削減の方向も含めた論議も進んでいる

と。また、新聞などを見ますと１２月まででしたか、何か一定の方向を出したいというふう

なことが報道されていたのを見た記憶があるのですけれども、そういう中で１８年３月３１

日までに合併をすると、新市ができ上がるというときに、先程からのお話の中では富永さん

だけでしたでしょうか、一定の特例を認めて、町民、市民の声を反映するようなこともと、

こういう発言もあったのですけれども、逆を言えば、平たくといいますか、わかりやすく言

うと、そういう定数を一定の中で風連町さんは来年の９月に選挙をやられる。そして新市に

なる。そのときに特例をどういうふうに見るかと。 
 すなわち名寄市の地方統一総選挙にまで特例として新しくなった定数に基づいて選出さ

れた風連町の議員の皆さんを、そういう形で一定特例というふうに認めていくという方向も

住民のさまざまな意見などを反映していく上では、あってもいいのではないのかというふう

なことも私は考えておりまして、何か在任特例をすることが富永さん言われるように、もっ

と説明が正確にされて、またどなたかもお話ありましたように、そもそも減るわけですから、

そういう点で見た場合に、そういう在任特例と言いますか、すなわち風連町さんで言うと名

寄の統一選挙までというと約１年くらいになるのですけれども、１年なのですよ。３月にや

ればですよ。 

 そういうことがあるものですから、そういうふうな形でしっかり新議員で新しいまちづく

りについての論議をしていくと、そして統一選挙に合わせてやるという、その期間、十分に

住民合意を進めていく期間として見ていくという可能性もあるのではなかろうかというこ

とで、あえて在任特例の問題が余り出ませんでしたので、私としてはやっぱりそういう論議

の余地は十分にあるのだということだけ、ちょっと申し上げておきたいと思います。 
 
 
 ○福光委員長：はい、幹事長。 
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 ○今幹事長：幹事長の今ですけれども、先程ちょっと説明不足ございまして、士別、朝日

の例でございますけれども、既に法定協議会での決定事項でございますが、表現としては１

７年９月１日を最終期限とすると、こういう表現になってございますので、含みとしては前

倒しもあるという含みを残しているというふうに聞いていまして、それ以外の議論について

は承知をしておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 
 
 ○福光委員長：はい、高見委員。 
 
 ○高見委員：恐れ入ります、何回も。まとめていただくの、ここで結論出るのではなくて、

そのことで結構だと思うのですけれども、ただ、私は率直に言って、この議論を次回に持ち

越して議論を出しても問題は１７年９月で、合併の可能性があるとすれば、風連町さんの町

議さんの改選期前に合併をしたら、新たな選挙になるわけで、ここでやろうということにな

ると、これは在任特例の問題というのは、名寄の問題だけですし、これは余り議論なしに統

一選挙で合併しましょうと、合併後の選挙ということも当然議論し合う。この期日をめぐっ

て、仮に１７年９月以降にずれ込んだと。風連町さんの例えば町議選挙が終わってから、合

併になったら。そこのところで私は富永さんなり、あるいは名寄側の委員が言っている在任

特例というのが、名寄と風連の選挙期日が違うところにひとつ大きな問題があって在任特例

の議論というのが僕はあると認識していたのです。 
 ですけれども、１８年３月まで行かないで限りなく早く、もっと言うと決議を含めて１７

年９月まで、つまり風連町の町議会選挙の前に合併をすると、こういう決め方をするとこの

問題というのは、私は在任特例の問題というのは極めてわかりやく、もう名寄側で決断すべ

きこと、名寄側が決断すべき課題なのです。 
 ですから、ここのところがファジーのまま、あいまいなまま行くと議論は、ぶり返った議

論が私はされていくのではないかと思うのですよ。定数問題そのものについては、もっとお

互いに真摯に議論をして２６と、あるいは２２だとか２０何ぼだとかという議論は、これは

今の改選期に関係なく議論ができるけれども、在任特例の問題はその問題が絡んでくるので

はないかと、私は強く思うのですよ。 
 ですから、これを余り先送りしても必ずこの在任特例の扱いと、名寄と風連の綱引きの問

題ではなくて、私は真摯に議論をしていって、その問題は私どもも１年繰り上がって岡本委

員が言われたように、何カ月か１年か繰り上がったから、短くなったからというようなけつ

の穴のこまい話ではなくて、これは真摯に議論していかなければならないですよ、名寄は。 
 ですから、そこは私はちょっと、若干の意思統一をきちっとしておかなければ、今後の議

論がいかがなものになっていくのかなという感じがちょっとしましたので、すいません。こ

こで９月１日に、それではしましょうということは言い切れないかもしれないけれども、そ

こを含んで次回を含めて議論をしっかりしていかなければ、堂々めぐりになるかなという感
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じをちょっとしたものですから、すいません。 
 
 ○福光委員長：中舘委員。 
 
 ○中舘委員：風連の中舘でございます。 
 議員さんが議員の任期のことばかりで、町民に対してどういうアピールして、どう賛同を

得るかという論議でないのですね。やっぱり一番大事なことは、ここで論議をしたことを町

民に向かって町民に理解を得て、そしてやるのが本筋だと思うのですよね。個々に分けて今

論議をしていますから、そういうことになろうかと思うのですけれども、やっぱりもう少し

別な角度で町民に向かってアピールするようなことでなければ、私は議員でないですから手

前みそ、何言っているのだと思いますよ、本当に。 
 そうでなくて、やっぱりもう少しこの定数でも任期のことにしても、もう少し町民がどう

いうふうに理解をしてくれるのか、その辺のところをちょっと考えていただきたいと、そん

なふうに考えます。 
 
 ○福光委員長：富永委員どうぞ。 
 
 ○富永委員：富永です。 
 ちょっと今、斉藤さんの方からも私の特例についての何か誤解があるように発言されたよ

うに聞きました。 
 それで、やっぱりこの問題、町民においても我々メンバーの中でも、多少認識のずれとい

うのがどうしてもあるように思えてならないのですよ。 

私は個人的に、これは参考までに聞いてほしいのですが、私は風連町の議員が来年の９月

に選挙をやります。１８年３月に正式に名寄市、風連町の合併が行われたとします。そのと

きに改めて首長さんを選ぶ、そして議員も全員すっきり２６なら２６に定数を決めて選挙を

されるのであれば、風連町議会議員も名寄市議会議員さんも在任特例という言葉は全く発生

しなくなりますよね。あえて私はそこまで風連町の９月に選挙を行って半年足らずの間に、

かわいそうにという表現は非常に失礼ですけれども、風連町議員はもう一度、今度は非常に

大きな器の名寄市議会議員というイスに向かってトライするわけですから、これは大変な覚

悟がいると思います。 
 したがって、半年の間に風連町の議員だけ、ちょっとかわいそうだなという感じを私は個

人的に持っていた。ですから、在任特例を使って、名寄の市議会議員さんも１年数カ月の在

任特例を使って１８年３月に合併しても、当然その以前に行った選挙で４年間の任期がある

わけですから、その任期を行使してなぜ悪いのだと、私の理屈はそういうことです。 
 したがって、一般町民の皆さん、市民の皆さんに、風連町議会議員も来年の９月に選挙を

やって、１８年３月に合併はするけれども、名寄市の１９年３月の地方統一選挙の任期にあ
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わせて、その１８年３月で１回任期が切れるというか、合併によって強制的に議席を失うこ

とになるのですけれども、それは特例を用いて統一選挙まで延長しますよと。それは１年数

カ月ですよと。これをきちっと町民に、市民に説明できれば、私は何も特例が悪だというこ

とにはならないだろうと。逆に私が一般的に、来年の９月に風連町の議員が選挙があるのだ

けれども、特例で選挙をやらないで、１８年３月までに任期を自動的に延ばすのだというよ

うな誤解を受けているのではないかというふうに私は感じるのですよ。それに近い誤解をね。 
 ですから、その辺はちゃんと説明したら、何も在任特例というのは悪ではないと。ただし、

最近のこの地区の近い町村の議会議員の定数問題等について、議会が中心になって議論をし

ていますから、マスコミはそれをおもしろおかしく書きますから、一般住民の抵抗は非常に

このことについてはアレルギーになっています。 
 ですから、この在任特例という言葉を使って、私がもし自分の考え方を、ご意見を申し上

げるのであれば、その在任特例については議員の皆さんが自ら口に出さない方がいいのでは

ないですかということを、前回の委員会で申し上げた。だから、我々が民間から選ばれてい

る委員が、このことについて十分冷静に判断をして、地方統一選挙に合わせた方がいいなと、

その方がみんなのためにハッピーだなという結論になれば、改めて議会の意見を聞いて、そ

れでやったらどうだろう。それについて先程、前回の委員会もそうですけれども、定数２６

がありきというふうに先にもう自動的に何か定数を議論されていますけれども、選挙区はど

うなっているのだと、選挙区制度はどうするのですかと、その方の議論を先にやらなければ、

高見委員さんがおっしゃった将来方向としては、もう僕はすばらしいことだと思いますけれ

ども、ここはやっぱり１回目は選挙区を用いて２６にこだわらず、場合によっては名寄２０、

風連１０の３０ぐらいはどうですかと、個人的に意見申し上げれば、そういう、ただし選挙

区選挙をやるのであれば１期だけやったらどうでしょう。２回目からは、定数２６なら２６

でいいではないですか。そして選挙区をなくしてやるということまで、我々法定協が議論で

きて、その筋道を描けるのであればすばらしいなと、個人的には思っておりました。そこま

でちょっとこの場所で言うと行き過ぎかもしれませんけれども、個人的な考え方を、持って

いたということをお知らせをしておきたいと思います。 
 
 ○福光委員長：はい、木賀委員どうぞ。 
 
 ○木賀委員：風連の町議さんにお尋ねをします。来年の９月に選挙がありますが、今１６

ですが、定数を削減する意向の段階はどこら辺までお話が進んでおりますか。 
 
 ○福光委員長：はい。 
 
 
 ○中野委員：中野です。 

 28



 話はまだそんなに進んでいません。この間、議会運営委員会に諮問しているので、その委

員長は１２月をめどに、１２月の定例会で条例改正ですので、１２月の定例会ということで

今のところですね。 
 ですから、多少はこの合併の行方というか、定数部分を見つめているという部分もちょっ

と絡んではくるという部分は、当然ありますね。 
 
 ○福光委員長：よろしいですか。 
 他に発言ございませんか。 
 岡本委員どうぞ。 
 
 ○岡本委員：在任特例はどういうものかということを、ある程度市民は知っているという

ことを僕は市民との対話の中から聞いて、それで今日発表しているのですけれども、富永さ

んのおっしゃるようなことでいけば、私たちが考えてきたような在任特例なら必要ないとい

うような意見は、どこかに飛んでしまっているという感じがします。 
 
 ○福光委員長：よろしいですか。 
 他に発言ございませんか。 
 はい、林委員どうぞ。 
 
 ○林委員：今それぞれ名寄の議員さん方、風連の議員さんからの定数の話あった。私も先

ほど佐藤委員が言われたように、ここの表というのは、これは既存の市の表なのです。そう

ですよね。ずっと安定した状態で、それぞれの市が。 
 
 ○福光委員長：定数ですね。 
 
 ○林委員：ええ。これは民間でもそうですけれども、銀行でも会社でも合併したときの役

員の定数というのは、べらぼうに増えるのですよ。それは何かというと、やっぱりその組織

をきちっとまとめ上げていくというと、やっぱりそのぐらいの考え方がないと私は無理だと

思う。名寄の議員さん方、非常に格好よく２２人と言われたですね。その中で当然割り振る

のだから、それで名寄の議会をまとめられるのならいいですよ。それならいいです。私は無

理だと思う、はっきり言って。 
 これは言い過ぎかもしれないですけれども、やっぱり民主主義の基本であって、合併した

当初というのは、それぞれいろいろないずいことあるのだから、ある程度の人数をもってや

らなければならないし、現職の方もいるし、新たに出られる方もいるのだけれども、やっぱ

りそういう中では一定の、富永さんが今たまたま数字を言われたですけれども、私もそうい

う面を心配して数字的には、或いは場合によっては法定数を上回る場合だって、やっぱりあ
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っても仕方ないのではないかというようなことを申し上げたということでございます。２２

人でやれたら、それは一番いいですよ。だけれども、現実に私は無理だと思います。 
 
 ○福光委員長：林委員から法定数を超えても、或いは富永委員から３０人でもというよう

なお話がありましたけれども、現実にどんと選挙と、合併即選挙ということになれば、そう

いったことは自治法上からできませんよね。２６という上限を超える。そのために特例とい

うものがあるのですよね。 
 ですから、特例を例えば１８年３月に合併したとすれば、いわゆる１年間の特例という形

になりますか。そうすれば、風連の現有人数と名寄の現有２２の人数とが、いわゆる１年間

議員として議論ができるということになるだろうと思うのですね。 
 ですから、合併したときに特例を使わないで３０ということにはならないし、数を増やす

ということはできない。数を増やすとすれば特例を使うしかないということだけは、ご理解

をいただきたいと思います。 
 ほかに発言がなければ、次回までにしっかりとそれぞれでまた議論をしていただいて、一

定の程度の考え方を改めてまた持ち寄るということで、今日のところは終わりたいと思いま

すが、よろしゅうございますか。 
 なかなかこの問題については、先ほど富永委員からお話があったように、議員の側から発

言をするのは大変なことですけれども、しかし議論をかみ合わせるために、あえて議員の考

え方も聞かせていただきましたので、そのあたりのところはご理解をいただきたいと思いま

す。１回、２回で果たしてまとまるのかどうか、私もちょっとそのあたりは予測がつきませ

んけれども、しかし一定程度、各委員の合意がとれるような形に持っていきたいと考えてお

ります。どうしても合意がとれない場合には、例えば運営小委員会に一定程度の諮問をする

という方法もあるのではないかと思いますけれども、前回の当委員会でも委員長から申し上

げましたように、できるだけこの小委員会の中で合意を見たいというふうに考えております

ので、次回までにしっかりと、それぞれの立場で意思の、ある意味での統一と言いますか、

そういうものを図っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いをいたした

いと思います。 
 継続協議事項であります第１号については、この程度で今日のところは終えたいと思いま

すけれども、よろしゅうございますか。 
（「はい」との声あり） 

○福光委員長：第２号の新規協議会事項、頭出しさせていただきたいと思いますけれども、

若干時間８時を超えますけれども、新規協議事項の特別職の身分の取扱いですね。議会議員

の問題についてもまだ結論は出ておりませんけれども、しかし特別職の身分の取扱いについ

ては頭出しを今日のところでしておきたいと思いますので、事務局の方から説明をさせてい

ただきます。 
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 ○中西事務局次長：ちょっとだけお時間をいただけますでしょうか。 

事務局の中西です。 
  先程の、最初にお詫び申し上げますが、議会議員の数の調べでございまして、その中で

１８から１６に動いたことに伴いまして、風連町さんの議員１人当たりの部分と対比が変わ

ってまいります。大変恐縮ですが、次回までに新しいものをお出ししますが、風連町さんの

１３年９月で行いました時の議員１人当たりの人口でございますけれども、２８７になりま

す。それに伴いまして名寄市との対比では３.３８になります。 
 それから、今回参議選が行われまして改めて有権者の数が動きまして、この場合、今２５

０と記載がありますけれども、これが２８１となります。対比につきましては３.５７に変

わります。次回に訂正後のものをお届けしたいと思います。大変申しわけございませんでし

た。 
 それでは、協議の第２号ということで、特別職の身分の取扱いということでございます。

２ページをお開きいただきたいと思います。 
 最初に、特別職の中で常勤の特別職ということで、町長、助役、教育長、私どもで言えば

現在は収入役がおりますけれども、それぞれの報酬額と任期を記載させていただいておりま

す。 
 それから、６月と１２月に出しております期末手当の率について記載をしておりまして、

さらに寒冷地手当、これは世帯主とその他の職員に分かれておりますし、さらに扶養人数に

よって区分がございます。そのほかに基準額と加算額がございます。ここで風連と名寄の違

いにつきましては、報酬の額の違い、さらに寒冷地手当の基準日と支給日に違いがございま

す。 
 他の先進の協議会の調整内容といたしましては、市長のほか常勤の特別職として助役、教

育長を置く。この場合、先にお示ししましたように、私どもの協議会の中では収入役を置か

ない組織を考えておりますので、こういう言い回しでは如何かと。 
 それから、任期については法令の定めがございますので、各法令の定めるところによると。

報酬は、類似団体の報酬額を参考に調整する。 
 ２番目といたしまして、議会議員の報酬でございますけれども、最初に任期を記載させて

いただいております。議長、副議長それから常任委員の委員長それから副常任委員長、議員

の方、それから期末手当について載せております。名寄市と風連町の主な違いにつきまして

は、常任委員長、副常任委員長について別に額の定めがないということでございます。 
 それから、調整の具体的内容でございますけれども、報酬は、類似団体の報酬額を参考に

調整する。それから、定数及び任期の取扱いは、議会議員の定数及び任期の取扱い、協定項

目Ｂ－２でやっておりますので、別に協議すると、こういう調整内容で如何かということで

ございます。 
 ３番目といたしまして、特別職の中に行政委員会というものがございます。この中に５つ

ほどございますけれども、教育委員会の委員長、それから選挙管理委員会の委員長、委員長
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代理、委員、それから公平委員会というものがございます。それから、監査委員、農業委員

会について、それぞれ風連町と名寄市を対比をして載せております。額について大きく違う

のは、監査委員の額が違うというのが読んでとれると思います。調整の具体的内容といたし

ましては、右に記載のとおりでございます。 
 それから、４番目、特別職の中で審議会・委員会というのがございます。ここにかなり細

かく載せておりますけれども、代表的なものについて、ここの前段で載せておりまして、都

市計画の審議委員会から次の４ページにかかる一番下の上の部分までについて、それぞれ対

比をして載せております。 
 それで、一番下の部分になりますけれども、自治法の１３８条を云々という部分がござい

まして、基本的な報酬日額を風連町では２,６００円、名寄市では４,０００円と定めており

ます。その自治法上の部分説明につきましては、４ページ一番横のところに設置の部分から

と委員会委員の設置、それから専門委員について記載をしておりますので、ご一読をいただ

ければと思います。 
 それから、それ以外の委員でございますけれども、類似機関があり、なしということで２

段に分けて記載がございます。名寄市と風連町で対比があるものについては人数を記載して

おりますけれども、現実論、人数の記載がない部分につきましては、条例で何人以内と定め

ているもの、それから各組織を代表して、この委員会なり審議会を設けておりまして、それ

が各組織の代表を若干名としていることで、人数が定まっていない部分もございまして、委

員の数が入っていないものもございます。名寄市と風連町の比較条例規則等から拾い上げで

載せておりますので、差がございますけれども、これから事務事業の一元化の中で、もう少

し漏れているものもありますし、除かれるものも出てくると考えております。 
 ただ、風連町の就学指導委員会というのがありまして、そこの部分が７人という人数で、

風連町の方にございます。 
 それから、７ページになりますけれども、常勤の特別職にかかわる規定ということで何回

も申し上げておりますように、新設合併では３役については、特別職は全員失職するという

ことになります。市町村長につきましては合併の前日に失職いたしまして、５０日以内に選

挙が行われます。合併の日以後、新市の長が選出されるまでの間につきましては、両首長で

協議した市長の職務執行者を置くことになっております。 
 それから、助役の場合につきましては、新市の首長が選挙され、且つ議会が正式に発足し

てから議会の同意を得て助役を選任することが適当であると、こういう定めがございます。 
 収入役につきましては、従前は、欠けた場合については必ず職務を代理することが必要と

定められておりましたけれども、このたびの自治法の改正におきまして、町村は収入役を条

例で置かないことを定めることができましたが、これが１０万以下の市についても拡大され

ております。そういうことで記載をしております。 
 それから、８ページの行政委員会の概要でございますけれども、これは根拠法令ですとか

権限ですとか委員の数、選任の方法、任期等について、一覧にして記載しているものでござ
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いますので、ご一読をいただければと思います。 
 ９ページでございますけれども、各行政委員会の身分の取扱いで、特に合併に伴ってどう

するかということについて一覧にして記載をしております。代表として教育委員会、２市町

の委員は失職いたしまして、失職した委員の１０人から新市の職務執行者が５人の委員を臨

時的に選任する。選任された委員の任期は設置後、最初に行われる市長選挙後に招集される

議会の会期の末日まで。４番目として、教育長は選任された委員の互選により、当該委員の

うちから定めた者、委員長に選任された者を除くということで定めがございます。その後に

市長が議会の同意を得て任命することになります。その下に、最初に任命された委員の任期

ということで、５人の場合についての任期を記載をさせていただいております。 
 以降、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、それからその後ろに農業委員会がござ

いますけれども、農業委員会の場合はまだ在任特例等々について結論が出ておりませんので、

○として記載をしておりますけれども、②のところから入りますが、合併期日において職務

執行者は関係条例を専決する事から、このような形の中で合併後の農業委員会の定めがござ

いますし、固定資産の評価調査委員会につきましても、ここに資料に記載のような形で、合

併の際については流れていくということになります。 
 それで、１１ページになりますけれども、西東京市の例でございますが、一番最初にござ

いますけれども、この四角の中の部分で西東京市はどういうふうに定めたかということでご

ざいまして、市長のほか常勤の特別職として助役（副市長）、教育長を置くと。アといたし

まして、任期は各法令の定めるところによる。イ、報酬は、現行報酬をもとに調整する。 
 ②といたしまして、議会議員の報酬額は、現行報酬額をもとに調整する。 
 ③といたしまして、行政委員会の委員数・任期は、各法令の定めるところによる。報酬額

は、現行額をもとに調整する。 
 ４番目といたしまして、審議会・委員会の附属機関は、次のとおり取り扱うものとする。

アといたまして、現に両市町に設置されており、新市においても引き続き設置する必要のあ

るものは、原則として統合すると。イといたしまして、一方のみに設置されているものは、

新市において速やかに調整する。ウといたしまして、人数、任期、報酬額は、現行の制度を

もとに調整する。 
 ５番目といたしまして、その他の特別職は、新市において引き続き設置する必要のあるも

のは、現行の任期、報酬額をもとに調整し、新市において新たに設置する。このようなこと

で協議が整ったということで、この資料ができております。 
 以上でございます。 
 
 ○福光委員長：今、Ｃ－１であります特別職の身分の取扱いについて簡単に説明をさせて

いただきましたけれども、このことについて、ちょっとお聞きをしたいということがあれば

お受けをいたしますけれども、いかがでございますか。 
（「なし」との声あり） 
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 ○福光委員長：なければ、次回の委員会で第２号の新規協議事項であります特別職の身分

の取扱いについて協議をしたいと思いますので、今日の資料をよく読んでいただいて、改め

て皆様方と議論をしたいと考えております。 
 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについては、今日議論をできませんでしたけれど

も、事務局の方から何かこれまで得られた情報やなどで説明がありますか。 
 
 ○今幹事長：両市町におきます農業委員会において、農業委員会事務局から北海道農業委

員会から示されました合併時の制度について、お互いに説明会をしていると、この程度の情

報でございます。 
 したがいまして、まだ議論も結論も至っていないということでございますので、状況だけ

お知らせします。 
 
 ○福光委員長：それでは、Ｂ項目の３であります農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

については、次回にまた議論をしたいと思います。 
 今日のところ、協議事項につきましては以上で終わりたいと思いますけれども、よろしゅ

うございますか。 
（「はい」との声あり） 

 
４．事務事業一元化の取り組み状況について 
 ○福光委員長：なければ、次回の小委員会の開催について議題とさせていただきますけれ

ども、事務局の方から。 
 
 ○中西事務局次長：事務局ですが、次回の日程に伴いまして、事務事業の一元化の作業状

況がかかわってまいりますので、そこら辺の説明だけさせていただきたいと思います。 
 
 ○得能事務局参事：ご苦労さまです。時間も押しておりますから、事務事業の現況につい

てのみご報告を申し上げます。 
 先程、幹事長の方から１,２１４項目の事務事業項目が上がっているとご報告をいたしま

したけれども、その後、風連町と名寄市の機構の違い等により、一番合理的に協議ができる

部分という形で少し統合等をいたしまして、全１,１６３項目、この項目について、明日か

ら分科会の中で具体的に今後どうしていくのか、或いは現況がどうなのかというようなつけ

合わせ、すり合わせを行っていくと、そういう状況にございます。 
 尚、１,１６３項目のうち、４３項目が協議会の議決を得るもの、それから６２項目が小

委員会の議決を得るものとなっております。 
 ただし、これは小委員会に６２本の項目が上がるということではなくて、例えば地方税の

取扱いについて小委員会の中で方向づけをしていただきますと、税率の違いですとか、納期
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の違いですとか、そういうものについては一定の方向が出るということでございますので、

この６２本の協議項目が小委員会に上がるということではございませんが、これらについて

は事務事業のすり合わせができ次第、こちらの方に関係議題として次回以降、提出をしてい

きたいと、このように考えておりますので、その点ご理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：事務事業の一元化につきましては、今、得能参事の方から説明があったよ

うに、改めて当委員会に提案があると思いますけれども、その時点でまた皆さんと協議をし

たいと思っております。 
 
５．次回の小委員会開催について 
 ○福光委員長：それでは、５番目の次回の当委員会の開催について、事務局から。 
 
 ○中西事務局次長：次回の小委員会の会議でございますが、先程、得能参事の方から一部

説明がございましたけれども、できるだけ小委員会に上げるもの、それから協議会で諮らな

ければならないものを優先して分科会の中で今やっていくことに明日からなっております

ので、それで次回の開催日なのですけれども、そこら辺も含めまして今月の２９日、木曜日

の日になりますけれど、６時から今度は名寄になりますから、市民文化センターの視聴覚室

でおこないたいと思っておりますので、お諮りいただければと思います。 
 
 ○福光委員長：次回の開催については７月２９日午後６時から名寄でということで、よろ

しゅうございますか。７月２９日。決定させていただいてよろしゅうございますか。 
 はい。斉藤委員。 
 
 ○斉藤委員：名寄の斉藤ですが、どうしても夜でなければだめだというふうな内容なのか、

日中といいますか、夜なものですから、２時間という枠内では限られた論議なものですから、

回数は相当やっているような気はするのですけれども、中身としてやはり審議する時間とい

うのは少ないのではないかという気がするものですから、日中というのはどうしても無理な

のかどうなのか、そこら辺ちょっとお諮りいただきたいと思うのですが。 
 
 ○福光委員長：今、斉藤委員から、夜でなくて日中の開催ということも考えられないのか

というご意見ですけれども、それぞれお仕事を持っておられる方々にとっては、日中、時間

を割くというのは大変だろうと思いますけれども、そのあたりのところのお考え、もし日中

でも構わないというご意見でしたら、そうしたことの取り組みもしなければならないのかな

と考えてますけれども、如何でございますか。 
 はい、どうぞ佐藤委員。 
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 ○佐藤委員：いろいろなお仕事を持っている方がいらっしゃいますので、私は今までのと

おりでよろしいかなと思います。それで議論が深まれば、別に２時間でなくてもいいわけで

すから、ですからそれは昼間であろうと夜間であろうと、いろいろ経費の面は出てくるのか

もしれませんが、それはやはりより多くの人が、基本は１００％出席で進めていくべきです

から、私は現行のままでよろしいと考えております。 
 以上です。 
 
 ○福光委員長：他に発言ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 
 ○福光委員長：今、斉藤委員から昼間の開催はどうなのかという意見もありました。佐藤

委員からは、夜でも２時間という時間にとらわれないで９時、１０時までということもやっ

ても構わないのではないかという意見がありました。これらにつきましては、斉藤委員、佐

藤委員ともに考え方を示されましたので、また事務局と正副委員長とで調整をさせていただ

いて、どうしても昼間に開催しなければならないときも出てくるかと思いますので、そのと

きは各委員の皆様方にご理解をいただくような、そんな取り組みもしなければならないとき

が来るのかなと思っておりますので、最大限斉藤委員や佐藤委員のご意見を尊重しながら、

ちょっと相談をさせていただきたいと思います。よろしゅうございますか。 
（「はい」との声あり） 

 
 ○福光委員長：それで、次回が７月２９日と決まりましたけれども、８月に入りますと名

寄市についても風連町さんにしてもお祭りが来ます。また、お祭りが終われば、すぐにお盆

が来ますので、一定程度、次回、次々回の日程もあらあらこのあたりでどうかということを、

ちょっとお諮りをしておいた方がいいのかなと思うのですけれども、委員長としては８月９

日あたり。名寄市のお祭りが終わった後、お盆前、そのあたりに次々回の当委員会を開催を

してはいかがと思いますが、これも各委員のご都合もありますので調整が必要だと思います

けれども、そのあたりで７回目の委員会を開催したいと基本的に考えていることをご理解を

いただいて、調整をさせていただきたいと思います。それぞれ都合がありますので、だめな

方はだめだと言っていただければ、まだ再度調整をさせていただきたいと思いますけれども、

一応今のところはそういったような考え方を持っているということを、お伝えしておきたい

と思います。 
 
６．その他 
 ○福光委員長：ということで、小委員会の開催については、終わらせていただいて、その

他何かありますか。 

 36



 事務局の方で、はい、どうぞ。 
 
 ○中西事務局次長：今、委員長の方から含みのあるお言葉だったのですけれども、建設の

方の小委員会につきましても限られた日程の中で、この間、お盆とお祭りの間を縫うことに

なるものですから、８月に入ってからの小委員会につきましては事務局と委員長さんの方で、

同じ日になるかもしれませんけれども、時間をダブらないような配慮の中で両方の委員会が

見られるように調整を図ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 尚、およその目安でございますけれども、１１日には第３回目の協議会をなんとか開催し

たいと考えております。実は、その前段には風連のお祭り、それから後段には名寄祭りが続

いておりまして、その後、風連の行灯まつりがまた入ってまいります。その後、お盆にまた

入ってしまう関係がありまして、なかなか日程調整が難しくなっておりまして、よろしくご

理解をいただければと考えております。 
 
 ○福光委員長：復唱をしますけれども、８月１１日に第３回目の合併協議会を開きたいと

いうことでございます。これは夜になるでしょうね。 
 それから、先程申し上げましたように、当小委員会としては７月２９日の後、８月９日を

何とか予定をしたいと考えていますので、一応メモをしておいていただきたいと思います。 
 では、また調整をさせてもらいます。 
 はい、事務局の中西次長どうぞ。 
 
 ○中西事務局次長：すいません。８月の日程まで入ったものですから、今、協議会の部分

まで、実はご予定していただきたいと申し上げましたけれども、幹事会内部の整理が実は済

んでいない部分でございますので、これを目標に今、調整を図るということで、何せ８月に

つきましては皆さん、それぞれに行事をお持ちかと思いますので、そういうご理解をいただ

ければと思います。今後調整して詰めてまいりまして、皆さんにご案内を差し上げたいと考

えております。 
 
 ○福光委員長：名寄市議会の総務の委員会が視察に行って１１日に帰ってくるというので

すから、１１日の晩だったらＯＫということだね。２９日の開催の委員会は、私たち民政委

員会も帰ってくる日なのですよね。ですから、その晩はあいているということで２９日に設

定しましたので、是非、総務委員会の方もそれでご理解をいただけばと思います。調整をさ

せていただきますけれども、その合併協議会の方はね。 
 そういうことで、日程その他については終わらせていただいてよろしいですか。 

（「はい」との声あり） 
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７．閉 会 
 ○福光委員長：それでは、大変活発に議会議員の定数の問題や任期の問題についてご意見

を出していただきました。これは議会側の考え方ということもひとつあろうかと思いますが、

しかし、最終的には一致できるものがあるというふうに考えておりますし、また一致しなけ

ればならないと考えておりますので、次回結論が出るかどうか、私もちょっと予測をしがた

く思っておりますけれども、次回の２９日までに今日議論をされた、発言をされたことを基

にして、各委員の方々がまたそれぞれの立場で、また詰めていただいて、次回の委員会に臨

んでいただき発言をしていただければと思っております。悩ましい問題いろいろとあります

けれども、是非そのあたりのところは、それぞれの委員の方々の考えをひとつにまとめるよ

うな、そんな取り組みを是非お互いにしていきたいと考えております。 
 ただ、委員だけでなくて議会全体の問題にもかかわってきますので、風連町あるいは名寄

市議会、そうした中で、またこの問題についても話し合いをしていかなければならないので

はないかと考えております。 
 しかし、今日、出ました有識者委員の方々の発言を基に、またそれぞれの議会で議論をし

ていただいたり、或いは次回の委員会の中で議論をしていただきたいと思っております。冒

頭、富永委員の方からも、この問題についてはなかなか議員の方から発言しづらいのではな

いかと言うご意見がありましたが、しかし、議会議員の立場でまたどういうふうに考えてい

るかという意見も開陳していただかなければ、議論が深まらないと思いますので、お互いの

意見を出し合って、そしてよりよい方向にいくように、住民の意思が十分伝わるような、そ

んな結論に導いていきたいと考えておりますので、よろしくお願いを致します。 
 そうしたことで、委員会の議論だけで果たしてこの問題が解決つくのかどうか、ちょっと

私も自信がございませんけれども、しかし、いろいろな形で場を持ちながら、これから一本

化に向けての意見の調整をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと

思います。 
 大変遅くまでご苦労さまでございました。 
 よろしくお願い致します。 
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